
収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　■含む　　　　　　　　　　　　　　　　□含まない

―

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

管理台帳ファイル

生駒市長

福祉部地域包括ケア推進課

事業の実施・運営のため

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人、市内地域包括支援センター

1氏名、2性別、3生年月日、4年齢、5住所、6電話番号、7家族（親族）、8社
会での役割、9地域活動、10介護保険証番号等、11病歴、12障害、13健康
診断等の結果、14医師等の指導（診療）、15健康診断等以外の方法で入手
した健康状態・身体情報、16日常生活動作の状況、17日常生活自立度、18
相談内容

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

事業利用者

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
■有　　　□無

総合事業利用申請書、住民基本台帳データ、介護保険シ
ステムデータ

―



収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

1氏名、2性別、3生年月日、4年齢、5住所、6電話番号、7家族（親族）、8社
会での役割、9地域活動、10介護保険証番号・宛名番号等、11病歴、12障
害、13健康診断等の結果、14医師等の指導（診療）、15健康診断等以外の
方法で入手した健康状態・身体情報、16日常生活動作の状況、17日常生活
自立度、18相談内容

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

７５歳以上の高齢者で要介護、要支援認定を受けていない人

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
■有　　　□無

住民基本台帳データ、基本チェックリスト等

―

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　■含む　　　　　　　　　　　　　　　　□含まない

―

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

基本チェックリスト管理ファイル

生駒市長

福祉部地域包括ケア推進課

ハイリスク高齢者を早期発見し、介護予防につなげる。

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人、市民課、介護保険課、市内地域包括支援センター


